
最高裁判所による書記官事務等の査察について 

 

平成13年9月4日総一第２４８号高等裁判所長官あて事務総長

通達 

改正 平成22年1月27日総一第000096号 

   令和8年2月27日総一第１１２号 

 

高等裁判所における書記官事務、速記官事務及び訟廷事務並びに書記官事務及び訟廷事務に

関連する会計事務の査察について、下記のとおり定めましたので、これによってください。 

記 

１ 目的 

この査察は、高等裁判所における書記官事務、速記官事務及び訟廷事務並びに書記官事務

及び訟廷事務に関連する会計事務の実情を把握し、事務の改善及び統一を図り、適正迅速な

事務の運用及び過誤の防止に資することを目的とする。 

２ 査察事務担当者等 

（１）書記官事務、速記官事務及び訟廷事務について、査察の企画、被査察庁の選定、実施等

に関する事務を行う者（以下「査察事務担当者」という。）は、大法廷首席書記官、小法

廷首席書記官及び訟廷首席書記官とし、大法廷首席書記官がこの事務を統括する。 

（２）書記官事務及び訟廷事務に関連する会計事務についての査察事務担当者は、経理局長と

する。 

（３）査察事務担当者は、査察の実施に関する事務（以下「査察実施事務」という。）を行う

について差し支えがある場合には、相当と認める者（以下「査察実施事務代理者」という。）

にこれを行わせることができる。 

（４）査察事務担当者及び査察実施事務代理者（以下「査察事務担当者等」という。）は、査

察実施事務を行うに当たって、相当と認める者にその事務を補助させることができる。 

３ 査察事項 

査察事項は、別紙に掲げる事項のうち査察事務担当者が指定する事項とする。 

４ 査察方法 

（１）査察事務担当者等は、査察実施事務を行うに当たり、被査察庁の全体的な事務処理の状

況を把握し、是正又は改善を要する事務の発見及びその事務が執られていた原因の究明に

努めるとともに、従前の査察において是正又は改善を要すると指摘された事務について、

その後適正な措置が執られているかどうかを調査する。 

（２）査察事務担当者等は、必要と認める場合には、事務の取扱いについて指導、指示又は注

意を与えることができる。 

５ 査察結果報告 

査察事務担当者は、最高裁判所に対し、査察の結果を速やかに報告する。 

 

付 記 

１ この通達は、平成１３年９月１０日から実施する。 

２ 昭和３１年１０月１７日付け最高裁判所訟一第４１４号事務総長依命通達「書記官事務お



よび訟廷事務の査察調査の実施について」は、平成１３年９月９日限り、廃止する。 

付 記（平成２２．１．２７総一第000096号） 

この通達は、平成２２年２月１日から実施する。 

付 記（令和８．２．２７総一第１１２号） 

１ この通達は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４８号）の施行の日（令

和８年５月２１日）から実施する。 

２ 平成１３年９月４日付け最高裁総一第２４８号事務総長依命通達「最高裁判所による書記

官事務等の査察について」の標題の次に「（依命通達）」とあるのを「（通達）」と補正す

る。 

（別紙） 

第１ 書記官事務、速記官事務及び訟廷事務 

１ 事件の受付及び分配に関する事項 

２ 事件に関する送達及び通知に関する事項 

３ 事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録（以下「事件記録等」という。）の作成

に関する事項 

４ 事件記録等の整理並びに保管及び管理に関する事項 

５ 事件記録等及び証拠物の閲覧、複製並びに謄写及び複写に関する事項 

６ 事件記録等の正本、謄本、抄本、記録事項証明書等の交付及び提供に関する事項 

７ 保管金等の取扱いに関する事項 

８ 事件に関する記録（電磁的記録を含む。）の受領及び送付並びに管理の引継ぎに関する

事項 

９ 事件に関する法令、判例等の調査の補助に関する事項 

１０ 事件に関する帳簿諸票の整備、保存及び廃棄に関する事項 

１１ 事件記録等の保存、廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付に関する事項 

１２ 裁判官、裁判所書記官及び裁判所速記官のてん補に関する事項 

１３ 事件報告の資料の収集等に関する事項 

１４ 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項 

１５ 首席書記官、次席書記官、主任書記官、訟廷管理官、主任速記官、速記管理官等の行

う指導監督に関する事項 

１６ 法廷事務に関する事項 

１７ 法廷、準備手続室等の管理に関する事項 

１８ 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項 

１９ 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項 

２０ 過料の徴収に関する事項 

２１ 予納郵便切手の取扱いに関する事項 

２２ 収入印紙の取扱いに関する事項 

２３ 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項 

２４ 速記原本の保管及び廃棄に関する事項 

２５ 令状事務に関する事項 

２６ 国選弁護人の選任等に関する事項 



２７ 押収物等の取扱いに関する事項 

２８ 事件に関するシステム等の利用及びその障害対応等に関する事項 

２９ 事件に関する事務のデジタル化に係る研修及び情報通信技術の利用についての下級裁

判所事務処理規則（昭和２３年最高裁判所規則第１６号）第４条の部（同規則第１０条

の２第２項の規定により部とみなされるものを含む。）の支援に関する事項 

３０ その他必要と認める事項 

第２ 書記官事務及び訟廷事務に関連する会計事務 

１ 保管金等の取扱いに関する事項 

２ 過料の徴収に関する事項 

３ 押収物等の取扱いに関する事項 

４ 事件関係の臨検旅費等に関する事項 

５ 国選弁護人報酬の支払に関する事項 

６ 裁判事務用器具の管理に関する事項 

７ その他必要と認める事項 


